
寒川町放課後子ども総合プラン運営委員会の名称変更について 

 

新しい名称は以下の点に配慮し決定する。 

・行政及び学校を中心に町内の団体が参画し、教育的観点での児童の居場所について検討する 

場とする。 

・親しみやすく、かつ取り組みが分かりやすい（イメージしやすい）名称とする。 

・放課後児童の居場所づくりについて継続的に検討する会議とするため、「放課後」が入った名称 

とする。 

・「委員会」という呼称は法定協議会の際に使用されるため、新しい名称は「協議会」または「会議」 

とする。 

 

事務局案 

案①放課後児童健全育成協議会 

 生涯学習課の目標である青少年の健全育成と、社会的課題となっている放課後児童の居場所

づくりについて、ふれあい塾を一つの解決手段とし、行政だけではなく学校や様々な団体等と協

議する場とするため提案した。 

案②放課後児童応援会議 

 委員意見として、「つながり」や「みんなで」という意見があり、学校や家庭だけでなく地域で児童 

 の見守りを行うために、多くの団体と連携しながら児童の居場所をつくり、地域で児童を応援して 

 いくため提案した。 

案③放課後居場所づくりネットワーク 

 児童の「居場所づくり」は、家庭や学校だけではなく、行政や様々な団体が連携しネットワークを

構成することで効果が高まることから提案した。 

 

委員意見及び名称案 

・寒川町放課後子どもサポート委員会 

・さむかわ放課後応援会議 

・さむかわアフタースクール推進委員会 

・さむかわ子ども育ちネットワーク 

・寒川町こども未来サポート会議 

・放課後つながり推進委員会 

・寒川町放課後子ども支援推進委員会 

・放課後子ども事業連絡協議会 

・さむかわみんなの放課後会議 

・さむかわワクワク放課後プロジェクト 

・放課後総合プラン推進委員会 

・放課後児童健全育成協議委員会 

・児童アフタースクール検討委員会 

・総合 

・児童の健全な居場所 

・子ども希望会議 

・キッズ 

・セカンドベース 

・放課後 

・居場所 

・寒川町放課後こども応援会議 

・さむかわ子どもみらいネット 

・寒川家庭町（ちょう） 

・寒川子ども家庭町（ちょう） 

・寒川子ども家族町（ちょう） 

・寒川みんな家族町（ちょう） 

・みんなの居場所 

・寒川町放課後児童連携会議 

・寒川町放課後対策会議 

・寒川町放課後児童対策会議 

・放課後子ども応援委員会 

・子ども放課後サポート委員会 

・寒川町放課後対策委員会 

 

資料２ 


